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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 機 前 方 に 開 放 さ れ た 筐 体 と 、
　 外 周 に 絵 柄 が 付 さ れ 回 転 可 能 に 構 成 さ れ る 円 環 状 の 回 転 体 を 有 す る 絵 柄 表 示 装 置 と 、
　 前 記 絵 柄 表 示 装 置 の 制 御 や そ の 他 遊 技 に 関 す る 各 種 制 御 を 実 施 す る 制 御 基 板 を 有 し て な
る 制 御 基 板 装 置 と 、
　 前 記 筐 体 の 前 面 開 口 部 に 開 閉 可 能 に 設 け ら れ る 扉 体 と を 備 え 、
　 前 記 絵 柄 表 示 装 置 及 び 前 記 制 御 基 板 装 置 を 枠 体 に 搭 載 し て 表 示 ユ ニ ッ ト を 構 成 し 、 該 表
示 ユ ニ ッ ト を 前 記 筐 体 内 に 組 み 付 け た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 制 御 基 板 装 置 を 、 前 記 筐 体 の 背 面 部 か ら 浮 か せ た 状 態 で 且 つ 前 記 制 御 基 板 が 遊 技 機
正 面 方 向 を 向 く よ う に し て 前 記 枠 体 に 搭 載 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 枠 体 に 、 前 記 絵 柄 表 示 装 置 を 搭 載 す る た め の 絵 柄 表 示 装 置 搭 載 領 域 を 前 記 筐 体 の 前
後 方 向 の 所 定 範 囲 で 囲 み 形 成 す る と 共 に 、 該 搭 載 領 域 の 上 下 左 右 の 何 れ か に 並 び 、 且 つ 前
記 絵 柄 表 示 装 置 搭 載 領 域 の 前 寄 り と な る 位 置 に 前 記 制 御 基 板 装 置 を 搭 載 す る た め の 制 御 基
板 装 置 搭 載 領 域 を 囲 み 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 枠 体 は 、 遊 技 機 正 面 か ら 見 て 左 右 の 枠 部 と そ の 背 面 側 の 背 面 部 と を 有 し 、 そ の 背 面
部 の 一 部 が 後 方 に 膨 出 し て お り 、
　 前 記 背 面 部 の 膨 出 部 分 に お け る 枠 体 内 側 に 前 記 絵 柄 表 示 装 置 搭 載 領 域 が 形 成 さ れ 、 前 記
背 面 部 の 非 膨 出 部 分 に お け る 枠 体 内 側 に 前 記 制 御 基 板 装 置 搭 載 領 域 が 形 成 さ れ て い る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 制 御 基 板 装 置 搭 載 領 域 を 、 前 記 絵 柄 表 示 装 置 搭 載 領 域 の 上 方 で あ っ て 前 記 筐 体 の 天
井 部 ま で の 領 域 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 又 は ３ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 枠 体 に は 、 前 記 絵 柄 表 示 装 置 搭 載 領 域 と 前 記 制 御 基 板 装 置 搭 載 領 域 と を 仕 切 る た め
の 仕 切 部 を 設 け 、 該 仕 切 部 に 、 前 記 絵 柄 表 示 装 置 と 前 記 制 御 基 板 装 置 と の 電 気 的 接 続 を 中
継 す る 基 板 装 置 を 設 置 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 乃 至 ４ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 遊 技
機 。



【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】
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　 前 記 枠 体 の 背 面 部 を 、 前 記 絵 柄 表 示 装 置 の 搭 載 部 分 で は 前 記 筐 体 の 背 面 部 に 近 接 さ せ 、
前 記 制 御 基 板 装 置 の 搭 載 部 分 で は 前 記 筐 体 の 背 面 部 か ら 離 間 さ せ る よ う 設 け た こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 表 示 ユ ニ ッ ト を 、 前 記 筐 体 に 対 し て 着 脱 自 在 の 交 換 ユ ニ ッ ト と し て 構 成 し た こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 枠 体 に 対 し て 前 記 制 御 基 板 装 置 を 遊 技 機 前 方 に 回 動 可 能 と す る 回 動 機 構 を 設 け た こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 遊 技 機 前 方 に 開 放 さ れ た 筐 体 と 、
　 遊 技 に 関 す る 各 種 制 御 を 実 施 す る 制 御 基 板 を 有 し て な る 制 御 基 板 装 置 と 、
　 前 記 筐 体 の 前 面 開 口 部 に 開 閉 可 能 に 設 け ら れ る 扉 体 と 、
　 前 記 筐 体 の 背 面 部 に 固 定 さ れ る 脚 部 に よ り 、 そ の 背 面 部 か ら 離 間 し た 位 置 に 、 当 該 背 面
部 に 対 向 す る よ う に し て 設 け ら れ る 制 御 基 板 装 置 搭 載 部 材 と 、
を 備 え 、
　 前 記 制 御 基 板 装 置 を 、 前 記 制 御 基 板 装 置 搭 載 部 材 に 搭 載 し 、 前 記 筐 体 の 背 面 部 か ら 浮 か
せ た 状 態 で 且 つ 前 記 制 御 基 板 が 遊 技 機 正 面 方 向 を 向 く よ う に し て 筐 体 内 に 設 置 し た こ と を
特 徴 と す る 遊 技 機 。
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